
機械設備定期保全管理業務委託仕様書 

 

 福島県立医科大学会津医療センターの機械設備定期保全管理業務は、この機械設備定期保全

管理業務委託仕様書に従って実施するものとする。 

 

１ 委託業務概要 

（１）名  称  会津医療センター機械設備定期保全管理業務 

（２）場  所  福島県会津若松市河東町谷沢字前田２１番地２ 

（３）委託期間  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

（４）目  的  福島県立医科大学会津医療センターの機械設備の機能を維持させ、設備の

効率的な運営と、良好な執務環境の保持を目的とし、機械設備定期点検につ

いて、関係法規及び以下に定める事項により行う。 

 

２ 業務区分 

  別紙業務仕様書に定める内容により、以下について行う。 

（１）機械設備定期点検業務 

（２）自動制御設備定期点検業務 

  

３ 点検業務等 

（１）点検業務は、機器毎の「機械設備定期点検細目」により行うものとする。 

（２）本仕様書上に特に定めがなくても業務上必要なものや、発注者（以下「甲」という） 

の指示によるものについては、誠意を持って点検整備すること。 

（３）受託者（以下「乙」という）は、年間設備点検実施計画書を作成し、これを事前に甲に

提出し承諾を受けること。 

（４）毎月、翌月の予定表を提出し承諾を受けること。 

（５）点検の際、異常を発見した場合は直ちに適切な処置を行い、障害の発生を防止すると共

に甲にその結果を報告すること。 

（６） 不時の障害が発生した時は直ちに甲に連絡し、指示により速やかに応急処置を行うこと。 

（７）点検の結果、修理を要すると判断した場合には、その都度遅滞なく甲に報告し指示を受

けること。 

（８）緊急を要する故障が発生した場合に備え、随時対応できる体制を確保しておくものとす

る。また、会津医療センター内での作業中に、甲の要請により緊急修繕が必要になった場

合は、直ちに作業を中断して協力するものとする。 

（９）会津医療センター内での作業以外の時でも、休日や夜間を問わず甲の要請があった場合

は協力するものとする。 

（10）各点検日時は、甲の業務に支障がないよう、機器によっては夜間や休日の点検を行うこ

とを踏まえて計画するものとする。また、並列運転、交互運転などの機器の点検は、同時

には行わないこと。特に当該施設は年間を通して空調設備を使用するため、機器の使用時

期（夏期、冬期）等を考慮して、適正な時期に点検を行うよう綿密な計画を立てること。 

 

４ 業務内容の報告及び記録 

（１）業務内容の報告及び記録の書式を作成し、これを事前に甲に提出し甲の承諾を受けるこ

と。 



（２）業務内容の報告及び記録は、業務終了後速やかに提出すること。 

（３）主な報告及び記録は下記のとおりとする。 

ア 機械設備定期保全管理報告書 

イ 故障箇所記録書（現況写真を添付）・・・必要に応じ提出する 

  ウ その他甲が必要と認める書類や要請する書類 

  ※各報告書の名称は参考とする。 

 

５ 業務責任者及び業務担当者他 

（１）業務責任者とは、業務を総合的に把握し調整を行う者をいう。 

（２）業務担当者とは、業務内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者をいう。 

（３）乙は、業務責任者並びに業務担当者を定め、甲に書面で提出すること。その際、下記の

書面を添付すること。 

  ア 経歴書（６ヶ月以内に撮影した写真を添付すること） 

  イ 資格等の写し 

  ウ 業務体系図等 

  エ その他甲が必要と認める書類 

（４）業務責任者は、業務担当者を兼ねることができる。 

（５）甲は、業務責任者及び業務担当者として不適切と認めた者については、乙との協議のう

え、交代させることができる。 

（６）乙は、業務担当者を変更する場合は、原則として事前に甲の承諾を受けることとし、ま

た業務の実施に支障のないように配慮すること。 

（７）業務の一部を協力会社等に依頼する場合は、関係書類を添えて作業前に甲の承諾を得な

ければならない。 

 

６ 業務従事者の要件 

  業務を従事するにあたり、関係法令・法規・規則等に従い、必要な資格や技術知識を有し、

かつ業務遂行に必要な経験を持つ優秀な者とする。 

 

７ 相互協力 

   全ての委託受注者は、会津医療センター施設管理に必要あるものについて、相互に協力し

適切な管理を行うものとすること。 

 

８ 疑義 

  この仕様書に定めのない事項又は、この仕様書に疑義が生じた場合には、必要に応じて、

甲乙協議してこれを定めるものとする。 

 

 

９ その他 

（１）甲の許可を得ることなく、回路、システム配管、配線類他全てにおいて無断での変更、

改造は認めない。 

（２）設備の運転操作方法、維持管理方法、整備点検の方法、段取りの方法など全てにおいて、

製造者や該当施工会社などから指導等を受ける場合に費用が発生した時は、乙の負担とす

る。 

（３）会津医療センターでの業務は、特に患者等の安全に努めること。場所によっては、安全



管理員を配置して業務を行うこと。一人作業は行わないこと。 

（４）業務責任者は、会津医療センターの機械設備、自動制御設備等について、全体を把握し

てから作業に取りかかること。また、電気の方式なども把握し、電気事故の防止に努める

こと。 

（５）防災センターとの連絡を密にし、安全に努めること。 

（６）乙は、会津医療センター内での他の委託業務受託者の作業着色と重複しない作業着を着

用すること。 

（７）各機器の点検のための段取りは、乙が行うものとする。 

（８）点検設備の設置箇所については、竣工図書等により把握すること。 

（９）点検に必要な竣工図書等は、貸出を行うが即返却すること。 

（10）自動制御により連動運転を行っている機種については、制御を十分把握した上で支障が

ないように点検整備を行うこと。空調機の運転の誤りによる院内感染や放射線被害、清潔

区域の汚染、室圧バランスの乱れなどを発生させないようにすること。 

（11）点検に要する機材等は、全て乙の負担とする。 

（12）点検整備にかかる光熱水費は、全て甲の負担とするが、省エネに留意すること。 

（13）綿密に計画した点検であっても、甲の都合により急遽中止する場合がある。その場合で

あっても乙の負担において再度計画して業務を遂行しなければならない。 

（14）都合により、整備内容、整備対象機器、点検項目・数量等に変更が生ずる場合がある。

その場合は、甲の指示に従うこと。 

 

 



Ⅰ 機械設備定期点検業務仕様書 

 

 福島県立医科大学会津医療センターの機械設備定期点検業務は、この機械設備定期点検業務

仕様書に従って実施するものとする。 

 

１ 業務内容 

（１）蒸気ボイラー設備の点検、調整を行う。 

（２）冷温水発生機の冷暖切り替え、点検、調整を行う。 

（３）冷却塔・薬注装置の点検、清掃、調整を行う。 

（４）空調機（パッケージ空調機・水熱源空調機・ユニット型空調機・除湿空調機） 

 の点検、調整を行う。 

（５）空冷チラーの点検、調整を行う。 

（６）送排風機の点検、調整を行う。 

（７）ポンプの点検、調整を行う。 

（８）各設備点検調整整備の終了後、総合動作試験を行う。 

（９）建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づいて維持管理等に関する帳簿書類

の整備に関すること。 

（10）その他必要と認められる立会い、連絡調整及び報告に関すること。 

（11）オイルやグリス等の業務に使用する消耗品等は、乙の負担とする。 

（12）各設備点検整備に伴う発停及び操作を確実に行う。 

  ①停止、復旧時、配管・ダクト等の系統を熟知し、バルブ等の操作・切替を確実に行う。 

  ②整備期間は事前に担当者と協議し遅延のないように行う。 

  ③復旧後、定期的に不具合の確認を行う。 

（13）点検・整備後不具合が生じた場合は、速やかに対応する。 

（14）過去の点検履歴、修繕履歴をふまえ、適切に業務を行うこと。 

（15）空調機の運転誤りによる、院内感染や放射能被害、清潔区域の汚染、室圧バランスの崩

れなどを発生させないようにすること。 

（16）甲にて冷却塔のレジオネラ属菌検査を行った結果、菌数が規定値を超えていることが判

明した場合は、直ちに清掃を行うこと。 

（17）甲にてボイラー等のばい煙等の測定を行った結果、基準値を超えている場合は、直ちに

整備を行うこと。 

（18 ）フロン排出抑制法に係る点検を行うこと。 

 

 



「機械設備定期点検細目」 

 

１ 熱源機器（小形貫流蒸気ボイラー） 

区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

1)蒸気ボイ

ラー設備 

本体４基 

 

軟水装置 

1 基 

 

炭酸ガス中

和装置点検 

 

(1)基礎・固定部 

 

 

(2)外観の状況 

a)本体 

 

b)保温材 

 

(3)内部の状況 

a)燃焼室及び伝

熱面 

 

b)熱交換器 

c)煙道及び煙突 

 

 

(4)付属品 

a)感震器 

b)自動ブロー装

置 

c)安全弁 

 

 

 

 

(5)燃焼装置 

a)バーナー 

 

 

 

 

 

b)火炎検出器 

 

 

年２回 

 

①亀裂、沈下等の有無を点検する。 

②ﾎﾞﾙﾄの緩みの有無を点検する。 

 

 

①汚れ、燃焼ｶﾞｽ漏れ、焚口及び掃除口

付近の焼損の有無を点検する。 

②脱落、損傷等の有無を点検する。 

 

 

①清掃のうえ、過熱及び腐食等の劣化並 

びに水漏れの有無を点検する。 

②燃焼ガス漏れの有無を点検する。 

①接続部の水漏れの有無を点検する。 

①割れ、腐食等の劣化及び雨水の侵入の 

有無を点検する。 

②排ガスの漏れの有無を点検する。 

 

①作動の良否を点検する。 

①作動の良否を点検する。 

 

①分解、清掃を行い弁座の損傷の有無を 

点検する。 

②肌荒れ、軽度の損傷がある場合は、摺 

り合わせを行う。 

 

 

①口部に付着した煤、ｶｰﾎﾞﾝ、未燃 

焼分の汚れを清掃する。 

②点火及び消火の良否を点検する。 

③炎の色及び形状並びに燃焼音等の燃

焼状態の良否を点検する。 

 

①炎検出器を取り外し、検出部の汚れ 

焼損、亀裂等の有無を点検する。 

 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

  

 

c)燃料遮断弁 

 

 

 

 

 

 

(6)操作盤 

 

 

 

 

 

(7)水管理 

 

 

(8)ｵﾝﾗｲﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月１回 

②出部の装着及び接触の良否を点検す

る。 

①ｶﾞｽ遮断弁は、ﾊﾞｰﾅｰの燃料停止時に

（社）日本ｶﾞｽ協会で定める「ｶﾞｽﾎﾞｲﾗ

燃焼設備の安全技術指標」によりｶﾞｽ漏

れ量が規定値以下であることを確認す

る。 

②弁及び配管との接続部の漏れの有無

を点検する。 

①盤内機器の取付の良否並びに過熱及

び異臭の有無を点検する。 

②端子の変色、さび及び汚れの有無を点 

検する。 

③表示灯の点灯及び警報器の発鳴の良

否を点検する。 

毎月１回ﾎﾞｲﾗｰ缶水の採取を行い管理す

る。 

 

電話回線を使用してｵﾝﾗｲﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽを行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 熱源機器（冷温水発生機） 

区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

2)冷温水発 

生機 

 

シ ー ズ ン

イン作業 

（暖房） 

 

(1)外観 

a)本体、付属品 

 

b)温度計、圧力   

 計 

 

(2)動力盤 

 

 

 

 

 

(3)付属弁 

 

 

 

(4)冷温水及び

冷却水系統 

 

 

 

 

(5)電気系統 

a)絶縁抵抗 

 

 

 

 

 

 

b)端子 

 

c)タイマー 

 

 

年２回 

冷暖 

切替 

 

 

①腐食、変形、破損等の劣化の有無を点 

検する。 

①破損の有無を点検する。 

 

 

①冷、暖房の切替えが誤っていないこと 

を確認する。 

②絶縁抵抗を測定し、規定値以上である 

ことを点検する。 

③作動の良否を点検する。 

 

①弁の開閉の良否を点検する。 

②調整弁にあっては冷、暖房運転時の調 

整開度であることを確認する。 

 

①出入口の圧力損失が規定値にあること 

を確認する。 

②各水室部に漏水のないことを確認す 

る。 

③冷却水系の水抜き確認を行う。 

 

 

①各計装端子の増締めをする。 

②ｷｬﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ、抽気ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾌﾞﾛｱｰﾌｧﾝ 

等の各ﾓｰﾀｰ、操作回路、油ﾋｰﾀｰ等の絶

縁抵抗を 500V メガを用いて測定し、規

定値以上であることを確認する。 

 ただし、低電圧回路（24Ｖ以下）は除 

く。 

①緩み、変色及び損傷の有無を点検する。 

②各計装端子の増締めをする。 

①動制限、遅延、その他ﾀｲﾏｰが設定値で

作動することを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定値 

｢１ＭΩ｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暖房ｲﾝ時 

 

 

 

規定値 

｢１ＭΩ｣ 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

 d)サーマルリ

レー 

 

   

(6)保安装置 

a)保護スイッ

チ 

 

 

b)インター 

ロック 

 

 

(7)燃焼装置 

a)燃焼系統 

配管等 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)バーナー 

 

 

 

 

 

C)リンク機構 

 

 

d)炎検知器 

 

 ①ｷｬﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ、抽気ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾌﾞﾛｱｰﾌｧﾝ及び

油ﾎﾟﾝﾌﾟ等の各ﾓｰﾀｰ用ｻｰﾏﾙﾘﾚｰの設定値を

確認する。 

 

①冷水過冷却、断水及び液面ﾘﾚｰ、高温  

再生器圧力及び温度、ｶﾞｽ圧力（高・ 

低）、空気圧力その他スイッチの作動 

（実作動が困難な場合は疑似回路によ 

る）の良否を点検する。 

①冷水及び冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ、感震器、煙感 

知器その他のｲﾝﾀｰﾛｯｸの作動の良否を

点検する。 

 

 

①(社)日本冷凍空調工業会「ｶﾞｽ吸収冷 

温水機安全基準」（JRA 4004）に定めら 

れた方法により外部漏れを確認する。 

②電動ﾎﾞｰﾙ弁、主遮断弁及びﾊﾟｲﾛｯﾄ電磁

弁の開閉の良否を点検する。 

③異常時に規定値で作動（実作動が困難 

な場合は疑似回路による）することを 

確認する。 

④通電時にｻｲｸﾙ、過熱、異音等の異常 

がないことを確認する。 

①耐火材の亀裂及び欠損の有無を点検す 

る。 

②燃料が所定の燃料であるか確認する。 

③点火ﾄﾗﾝｽ、電極棒及び高圧ﾘｰﾄﾞ線の損

傷等の劣化、絶縁碍子の亀裂の有無並

びに絶縁の良否を確認する。 

①動作の良否を点検する。 

②接続部の緩み及び損傷の有無を点検す 

る。 

①汚れ、劣化の有無及び絶縁の良否を確 

認する。 

 

 

 

  

 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

 (8)運転調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)真空気密 

a)抽気ポンプ 

 

 

 

b)抽気系統 

 

c)パラジウム

セルユニット 

d)リーク試験  

 ①異音、異常振動等がないか点検する。 

②運転電流が定格電流以下であることを 

を確認する。 

③設定温度で正常に作動していることを 

確認する。 

④運転時に、主電源電圧の変動が定格の 

10％以内にあることを確認する。 

⑤ﾌﾟﾚﾊﾟｰｼﾞ時間、着火ﾀｲﾐﾝｸﾞ、失火動作

指令等の作動の良否を点検する。 

⑥正常に着火することを確認する。 

⑦ﾒｲﾝﾊﾞｰﾅｰの火炎が安定しており、異常

振動や異常音がないことを確認する。 

⑧ﾌﾚｰﾑ電流を測定しその値が規定値以上 

で安定していること確認する。 

⑨排ｶﾞｽ中のＯ２濃度及びＣＯ濃度、排ｶﾞ

ｽ温度、ﾄﾞﾗﾌﾄ、燃料圧力、燃料消 

費量等を測定し、規定の範囲内にある 

ことを確認する。なお、ｽﾓｰｸｽｹｰﾙを確

認する。 

⑩電動機の回転方向が正回転であること 

を確認する。 

⑪冷水及び冷却水の入口温度と出口温 

度、溶液温度、溶液濃度、凝縮温度、 

蒸発温度等を測定し、その値が許容範 

囲内にあることを確認する。 

⑫不凝縮ｶﾞｽの混入及び冷却管の汚れの 

有無を確認する。 

 

 

①起動時に固着及び異音がなく、抽気能 

力に異常のないことを確認する。 

②ﾍﾞﾙﾄ張りの良否及び油面の適否を点 

検する。 

①抽気用弁を手動で全開にしたとき、真 

空計に開通していることを確認する。 

① ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑｾﾙ部の焼損及び劣化度を 

確認する。 

① 抽気ﾎﾟﾝﾌﾟで機内に不純ｶﾞｽのないこ 

とを確認する。 

 

 

 

 

 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

 

 

 

 

 

シ ー ズ ン

オフ作業 

 

(10）溶液 

 

 

(11）冷媒 

 

 

(1)外観 

a)本体、付属品 

 

b)温度計、圧力

計 

c)保温、保冷材 

 

(2)電気系統 

a)絶縁抵抗 

 

 

 

 

 

 

b)操作盤内 

 

(3)燃焼装置 

a)燃焼系統 

配管 

b)バーナー 

 

 

 

 

 

c)リンク機構 

 

(4)燃焼室 

 

 ①溶液に著しい汚れがないことを確認す 

る。 

 

①冷媒精製を行う。 

 

 

 

①腐食、変形、破損等の劣化の有無を点 

検する。 

①破損の有無を点検する。 

 

①保温、保冷材の損傷及び脱落の有無を 

点検する。 

 

①各計装端子の増締めをする。 

②ｷｬﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ、抽気ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾌﾞﾛｱｰﾌｧﾝ等の

各ﾓｰﾀｰ、操作回路、油ﾋｰﾀｰ等の絶縁抵抗

を 500V ﾒｶﾞを用いて測定し、規定値以上

であることを確認する。 

ただし、低電圧回路（24Ｖ以下）は除 

く。 

①盤内部の汚れを点検、清掃する。 

 

 

①ｼｰｽﾞﾝｵﾝ作業による。 

 

①耐火材の亀裂及び欠損の有無を点検す 

る。 

②ﾍｯﾄﾞ部の焼損及び変形の有無を点検 

する。 

③ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟを取り外し、先油又はｼﾝﾅｰ 

で清掃する。 

①ｼｰｽﾞﾝｵﾝ作業による。 

 

①焼損及び燃焼ｶﾞｽのﾘｰｸの有無を点検す

る。 

②焼室ｶﾊﾞｰを開放し、耐火材の亀裂の有

無を点検する。 

 

該当機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定値 

｢１ＭΩ｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シ ー ズ ン

オン作業 

（冷房） 

 

 

 

 

 

 

 

(5)運転調整 

 

 

 

 

 

(6)真空気密 

 

(7)溶液 

 

 

(8)熱交換器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)基礎・固定部 

 

 

 

 

(2)外観の状況 

 

(3)付属弁 

 

(4)電気系統 

a)端子 

b)温度調節器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年２回 

③燃焼室内部の腐食及び汚れの有無を点 

検する。 

④燃焼ｶﾞｽ出口部の腐食（ﾄﾞﾚﾝｱﾀｯｸ）の有

無を点検する。 

 

①異音、異常振動等がないか点検する。 

②運転電流が定格電流以下であることを 

確認する。 

③設定温度で正常に作動していることを 

確認する。 

 

① ｼｰｽﾞﾝｵﾝ作業による。 

 

①溶液に著しい汚れがないことを確認す 

る。 

 

①伝熱管のｽｹｰﾙ付着の有無を点検する。

目視のみの点検はしないこと。凝縮器伝

熱管にあっては、冷却水の水質調整が行

われていない場合は年１回洗浄する。 

②伝熱管の腐食の有無を点検する。目視

のみの点検はしないこと。 

③水室の汚れ及び腐食の有無を点検、清 

掃する。 

④防錆（亜鉛ﾒｯｷ）塗装をする。 

 

①亀裂、沈下等の有無を点検する。 

②固定金具の劣化及び固定ﾎﾞﾙﾄの緩み 

 を点検する。 

③取付状態を点検する。 

 

①腐食、変形、破損等の有無を点検する。 

 

①弁の開閉の良否を点検する。 

 

 

①緩み、変色及び損傷の有無を点検する。 

②所定の設定値で作動することを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当機器 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

 

 

 

(5)燃焼装置 

a)燃料系統 

配管及び弁 

 

b)バーナー 

 

 

 

c)火炎検出器 

 

 

 

 

 

 

(6)冷温水及び

冷却水系統 

 

 

 

(7)運転調整 

a)音及び振動 

b)電流 

c)温度制御 

d)燃焼状態 

 

 

 

 

 

e)熱交換器 

 

 

 

(8)真空気密 

 

 

(9)遠隔監視 

 

 

 

 

 

① (社)日本冷空調工業会「ｶﾞｽ吸収冷温 

水機安全基準」（JRA4004）に定められ 

た方法により漏れの量を確認する。 

② 弁の開閉の良否を確認する。 

①直接点火のﾊﾞｰﾅｰは、点火ﾄﾗﾝｽ、電極棒

及び高圧ﾘｰﾄﾞ線の損傷等の劣化、絶縁碍

子の亀裂の有無並びに絶縁の良否を確

認する。 

①光電ｾﾙ又は紫外線検出方式は、受光 

面の汚れ、亀裂等の有無並びに絶縁の

良否を確認する。 

②ﾌﾚｰﾑﾛｯﾄﾞの整流方式は、汚れ、絶縁碍

子の亀裂の有無並びに絶縁の良否を確認

する。 

 

①出口及び入口の圧力損失が規定値にあ

ることを確認する。 

②各水室部に水漏れのないことを確認す

る。 

 

 

①異常のないことを確認する。 

①運転電流を測定する。 

①設定温度で作動することを確認する。 

①正常に着火することを確認する。 

②ﾌﾚｰﾑ電流を測定し、その良否を確認 

する。 

③排ｶﾞｽ中の酸素濃度及び一酸化炭素濃 

度、排ｶﾞｽ温度、ﾄﾞﾗﾌﾄ、燃焼圧力、 

の許容範囲内にあることを確認する。 

① 冷水及び冷却水の入口温度及び出口

温度、溶液温度、溶液濃度、凝縮温度、 

蒸発温度等を測定する。 

 

① 抽気ポンプで機内の不凝縮ガスを採

取し、規定値以下であることを確認する。 

 

①電話回線を使用して遠隔監視を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当機器 

 

 

該当機器 

 

 

 

 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

定期訪問 

点検 

 

(1)定期訪問点 

検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①部位に不具合がないか確認。及び 

防災ｾﾝﾀｰ職員から日常における機器の稼

働状況を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 熱源機器（冷却塔・薬注装置） 

区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

3)冷却塔 

２台 

(1)循環水系 

a)目詰まり 

 

b)水槽 

c)充填材 

 

 

d)ストレーナ

ー（水槽内含む） 

 

 

e)散水装置 

 

(2)補給水系 

a)ボールタッ

プ 

 

 

(3)通風装置 

a)ベルト 

 

 

b)ベルトボッ

クス 

 

 

c)ギヤボック

ス 

 

 

 

 

 

 

d)羽根車、羽根 

 

 

年１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①排水ﾊﾟｲﾌﾟ又は散水孔の目詰まりの有 

無を点検する。 

①上、下部の水槽を清掃する。 

①目詰まりの有無を点検する。 

②ｽｹｰﾙ、藻の付着の有無を点検清掃する。 

③損傷の有無を点検する。 

①ｽﾄﾚｰﾅｰを取り外し損傷の有無を点検す

る。 

②目詰まりの有無を点検・清掃する。 

 

①散水装置を清掃する。 

 

 

①浮子の変形の有無を点検する。 

②浮子を取付け、上下に移動し補給停止 

の状態を確認する。 

 

 

①ﾍﾞﾙﾄを緩めて１本ずつ点検し、ｽﾘｯﾌﾟ

による摩耗、亀裂、損傷の有無を点検す

る。 

①ﾍﾞﾙﾄを全数取り外し、ﾌﾟｰﾘｰを手で廻し

異音、異常振動の有無を点検する。 

②ﾎﾞｯｸｽ内部をｳｴｽ等で清掃し、ﾎﾞｯｸｽ、ﾌﾟ

ｰﾘｰ、減速機等の損傷の有無を点検する。 

① ｵｲﾙの汚れの有無を点検する。 

②ﾓｰﾀｰを取り外し、ﾓｰﾀｰ側ｷﾞﾔの摩耗、損

傷の有無を点検する。 

③ﾌｧﾝ側ｷﾞﾔの摩耗、損傷の有無を点検す

る。 

④ﾓｰﾀｰｷﾞﾔ及びﾌｧﾝ側ｷﾞﾔを手で廻し、異

音、振動の有無を点検する。 

 

①羽根車、羽根の損傷、亀裂の有無を点 

検する。 

②羽根車、羽根の汚れの有無を点検する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当機器 

 

 

該当機器 

 

該当機器 

 

該当機器 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬注装置 

３台 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

(4)作動試験 

 

 

 

 

 

a)電流及び 

電圧 

 

 

b)端子 

 

(5)オートブロ

ー装置 

   

(6)制御 

 

 

(7)試運転 

 

(1)ｼ―ｽﾞﾝｲﾝﾒﾝﾃ

ﾅﾝｽ 

 

(2)冷却水水質

分析（空調用冷

却塔） 

 

 

 

 

(3)冷却水水質

分析（熱源水用

冷却塔） 

 

( 

 

 (4)冷却塔水管洗

浄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

 

 

６月～

１１月 

 

 

 

 

 

６月～

１１月 

 

 

 

 

６月 

 

③羽根車の刻印等を基に羽根のねじれ角 

度が規定値にｾｯﾄされているかを点 

検する。 

 

①冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟを運転し、落下水の分布 

がほぼ均一であるかを点検する。 

②羽根車を運転し、異音、異常振動の有 

無を点検する。 

③ﾌｧﾝﾓｰﾀｰの絶縁抵抗を 500V で測定し、

規定値以上であるかを確認する。 

①運転時における電圧変動が規定値内で 

あることを確認する。 

②転電流が定格以下であることを確認 

する。 

①各端子の増締めをする。 

 

①機器が正常に動作するか確認する。 

 

 

①ﾌｧﾝ発停制御点検を行う。 

②冷却水流量発停制御点検を行う。 

 

① 転方向の確認をする。 

 

①薬品の補充と管理装置の復帰を行う。 

 

 

①水質分析を行い、処理状況の確認を行 

う。不適な場合は即座に対策を講じ、

経過を観察する。 

②薬品注入量が適正であるか確認を行

う。不適な場合は即座に対策を講じ、

経過を観察する。 

 

①水質分析を行い、処理状況の確認を行 

う。不適な場合は即座に対策を講じ、

経過を観察する。 

②薬品注入量が適正であるか確認を行

う。不適な場合は即座に対策を講じ、

経過を観察する。 

① 却水管の化学洗浄を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(5)レジオレラ 

属菌検出試験 

 

(6)ｼ―ｽﾞﾝｵﾌﾒﾝﾃ

ﾅﾝｽ 

 

８月 

 

 

１１月 

 

①冷却水中のﾚｼﾞｵﾈﾗ属菌の検出試験を行

う。 

 

①薬注ﾗｲﾝの水洗及び装置の停止作業を

行う。 

４ 空気調和機器 

区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

1) パ ッ ケ

ー ジ 型 空

気調和機 

・水熱源空

調機 

(1)基礎・固定部 

 

 

 

 

(2)圧力計 

a)圧力計 

   

(3)保安リレー 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)電気系統 

 

 

(5)ガス漏れ 

 

 

(6)給油 

 

(7)清掃及び 

ボルト等 

年２回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①亀裂、沈下等の異常の有無を点検する。 

②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩み 

を点検する。 

③防振材、ｽﾄｯﾊﾟｰ等の劣化及び緩みの 

有無を点検する。 

 

①計器指示値が正常か点検する。 

 

①ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機を運転し、冷却系 

統を制御して高圧ﾘﾚｰが規定値で作動 

するかを点検する。 

②逆液弁を閉じてﾊﾟｯｹｰｼﾞを運転し、低圧

リレーが規定値で作動するかを点検す

る。 

③その他の保安ﾘﾚｰの作動の良否を点検 

する。 

 

①各端子の増締めをする。 

②ｸﾗﾝｸｹｰｽﾋｰﾀｰの点検をする。 

 

①ﾊﾟｯｹｰｼﾞ内部の冷媒配管にガス漏れ 

がないか確認する。 

 

①送風機、ﾓｰﾀｰの軸受けに給油する。 

 

①ﾌｨﾙﾀｰの損傷の有無を点検する。 

②ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ、送風機の損傷の有無を点検す

る。 

③ﾎﾞﾙﾄの緩みの有無を点検する。 

 

 

 

 

 

 室外機含 

む 

 

 

 

 

 

 

該当機器 

 

 

該当機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当機器 

（室外機含 

む） 

該当機器 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ユ ニ ッ

ト 型 空 気

調和機 

 

 

 

 

 

(8)圧縮機オイ

ルの点検 

 

(9)運転調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)室外機 

a)外観の状況 

 

b)交換 

 

 

(1)基礎・固定部 

 

 

 

(2)送風機及び

電動機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年２回 

 

 

 

年２回 

 

 

 

 

①油面計により油量を点検する。 

②油色に異常がないか確認する。 

 

①送風機ﾍﾞﾙﾄの張りを調整し、破損の 

有無を点検する。 

②送風機ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの摩耗、異音の有無 

を点検する。 

③電気回路の絶縁抵抗を測定し、規定値 

以上であるか確認する。 

④操作盤内のﾘﾚｰの作動の有無を点検 

する。 

⑤膨張弁の作動の良否を点検する。 

⑥圧縮機の異音、異常の有無を点検する。 

⑦機器が正常に動作することを確認す 

る。 

⑧運転時における主電源電圧の変動が、 

 規定値内にあることを確認する。 

⑨主電流及び圧縮機電流が定格値内にあ 

ることを確認する。 

⑩運転圧力が規定値内にあることを確認 

する。 

⑪熱交換の状態を確認する。 

 

 

①錆、腐食、変形、破損等の有無を点検 

する。 

①熱交換の状態を確認する。 

 

 

①亀裂、沈下等の有無を点検する。 

②固定金具の劣化及び固定ﾎﾞﾙﾄの緩み 

を点検する。 

 

①運転電流値、電圧を測定する。 

②各端子の増締めをする。 

③盤内点検清掃をする。 

④熱交換の状態を測定する。 

⑤差圧測定をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（室外機含 

む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)除湿空調

機（デジカ

ント装置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)加湿器 

 

 

 

(4)コイル 

 

 

(1)装置内外面 

 

 

(2)フィルター 

（処理・再生） 

 

(3)除湿ロータ

ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年２回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥送風機を運転して、電動機及び軸受け 

 部分の異音、異常振動の有無、温度上 

昇の状態を点検する。 

⑦軸受けに給油を行う。 

⑧軸と羽根車、軸受け、ﾌﾟｰﾘｰに緩み 

がないかを点検する。 

⑨羽根、羽根車の摩耗、腐食、変形の有 

無を点検する。 

⑩ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの緩衝材の変形、破損の 

有無を点検する。 

⑪ﾍﾞﾙﾄの摩耗、損傷の有無を点検する。 

⑫ﾍﾞﾙﾄ張りを点検し、調整する。 

⑬ＶﾌﾟｰﾘｰのＶ溝の摩耗の状態を点検 

する。 

⑭ﾀﾞﾝﾊﾟの作動の状態及び腐食、損傷、 

摩耗の有無を点検する。 

⑮ﾌｧﾝﾓｰﾀｰの回転方向を確認する。 

⑯ﾌｧﾝﾛｰﾀｰを点検する。 

⑰ﾎﾞﾙﾄの緩み、脱落、腐食、摩耗の有 

無を点検する。 

⑱絶縁抵抗を測定する。 

 

①水又は蒸気の噴霧状態を点検し、ﾉｽﾞﾙ

の目詰まりを清掃する。 

 

① ｺｲﾙの主管、ﾍｯﾀﾞｰ等からの漏水を確認

する。 

 

①ﾁｬﾝﾊﾞ―内の汚れ、保温の状況、錆の発

生状況を点検する。 

 

①ﾌｨﾙﾀｰの交換を行う。 

中性能ﾌｨﾙﾀ・ﾌﾟﾚﾌｲﾙﾀ 

 

①ﾛｰﾀｰ表面の目詰まり、変色がないか目

視点検する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)空冷チラ

ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)ローター 

 駆動部 

 

 

 

(5)ファン （再

生・処理） 

 

 

(6)電気ヒータ

ー 

 

(7)コイル 

 

(8)ドレンパン 

 

 

 

(9)操作盤 

 

 

 

 

 

(10)冷凍機 

 

 

 

 

(1)基礎・固定部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年２回 

 

 

 

 

 

 

 

①ﾛｰﾀｰが正常に回転しているか点検す

る。 

②起動用ｷﾞﾔﾓｰﾀｰの電流値、絶縁抵抗を測

定する。 

 

①ﾌｧﾝの回転と異音がでていないか点検

する。 

②ﾓｰﾀｰの電流値、絶縁抵抗を測定する。 

 

① 縁抵抗を測定する。 

 

 

①ﾌｨﾝの汚れ、保温状況、漏れ、 

ｹｰｼﾝｸﾞの発錆状況を確認する。 

①ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝに堆積物がないか点検する。 

② ﾄﾞﾚﾝの配管が詰まってないか点検す

る。 

 

①配線の被覆の状態、固定状態を確認す

る。 

②漏電、ｻｰﾏﾙのﾃｽﾄﾄﾘｯﾌﾟ操作を行い動作

確認する。 

③加熱防止機器の動作確認を行う。 

 

①各圧力ｹﾞｰｼﾞの指示値の確認をする。 

②ｵｲﾙｹﾞｰｼﾞによるｵｲﾙ量と汚れの点検を

する。 

③ﾌｧﾝの汚れ状況を点検する。 

 

①亀裂、沈下等の異常の有無を点検する。 

②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩み 

を点検する。 

③防振材、ｽﾄｯﾊﾟｰ等の劣化及び緩み 

の有無を点検する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)送・排風

機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)ポンプ 

(2)圧力計、温度

計 

a)圧力計 

b)温度計 

 

(3)保安リレー 

 

 

 

 

 

 

(4)圧縮機オイ

ルの点検 

 

 

(1)基礎・固定部 

 

 

 

(2)送、排風機及

び電動機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)ポンプ本体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年２回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年１回 

 

 

 

①計器指示値が正常か点検する。 

① 器指示値が正常か点検する。 

 

① ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機を運転し、冷却系 

統を制御して高圧ﾘﾚｰが規定値で作 

動するかを点検する。 

② 液弁を閉じてﾊﾟｯｹｰｼﾞを運転し、 

低圧ﾘﾚｰが規定値で作動するかを 

点検する。 

 

①油面計により油量を点検する。 

②色に異常がないか確認する。 

 

 

①亀裂、沈下等の有無を点検する。 

②固定金具の劣化及び固定ﾎﾞﾙﾄの緩み 

を点検する。 

 

①運転電流値、電圧を測定する。 

②送風機を運転して、電動機及び軸受け 

 部分の異音、異常振動の有無、温度上 

昇の状態（電動機が外部より調査でき 

る場合）を点検する。 

③軸受けに給油を行う。 

④軸と羽根車、軸受け、ﾌﾟｰﾘｰに緩みが 

ないかを点検する。 

⑤羽根、羽根車の摩耗、腐食、変形の有 

無を点検する。 

⑥ﾍﾞﾙﾄの摩耗、損傷の有無を点検する。 

⑦ﾍﾞﾙﾄ張りを点検し、調整する。 

⑧ＶﾌﾟｰﾘｰのＶ溝の摩耗の状態を点検 

する。 

⑨ﾀﾞﾝﾊﾟの作動の状態及び腐食、損傷、 

摩耗の有無を点検する。 

⑩ﾌｧﾝﾓｰﾀｰの回転方向の確認をする。 

⑪ﾎﾞﾙﾄの緩み、脱落、腐食、摩耗の有 

無を点検する。 

①腐食、損傷、水漏れの確認をする。 

②軸封部ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝが適正な漏洩れ 

 をしているか点検する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

(2)圧力計 

    

③軸受温度が 75℃以下になっているか 

 確認する。 

④運転音に異常がないか確認する。 

⑤異常振動がないか確認する。 

 

①計器指示値が正常か点検する。 

 

 

 

 

 

 

 

５ フロン排出抑制法点検 

区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

１） 

空冷ﾁﾗｰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 

パッケー 

ジ型空気 

調和機 

・水熱源 

 空調機 

 

(1)冷媒液面 

 

(2)冷温水 

   出入口      

   温度 

 

(3)機器本体 

 

 

(4)ｻｲﾄﾞｸﾞﾗｽ 

 

 

(5)冷媒ｶﾞｽ 

  洩れ 

 

(1)機器本体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 3 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 1 回 

 

 

年 3 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 冷媒液面の低下はないか確認する。 

 

① 出入口の温度差があるか確認する。 

 

 

 

① 機器の異常振動・異常運転音がないか 

確認する。 

 

① 液ﾗｲﾝに気泡が発生してないか 

確認する。 

 

① 冷媒ｶﾞｽの洩れがないか確認する。 

 

 

① 機器の異常振動・異常運転音がないか 

確認する。 

 

② 機器及び周辺の油のにじみがあるか 

確認する。 

 

③ 機器のｷｽﾞの有無・熱交換器の腐食 

錆びがないか確認する。 

 

④ 機器内の熱交換器の霜付の有無・ 

油にじみの確認する。 

 

 

室外機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室外機 

 

 

 

 

 

室内機 

 

 

 

 

 



(2)冷媒ｶﾞｽ 

洩れ 

年 1 回 ① 冷媒ｶﾞｽの洩れがないか確認する。  

 

 



Ⅱ 自動制御設備定期点検業務仕様書 

 

 福島県立医科大学会津医療センターの自動制御設備定期点検業務は、この自動制御設備定期

点検業務仕様書に従って実施するものとする。 

 

１ 業務内容 

（注）自動制御設備の点検は、点検対象設備の製造メーカ技術者、或いは、点検対象設備の製 

造メーカが認定するサービス会社の技術者が行うこと。 

   製造メーカー及び発注者の事前承諾を得ないで、改造等を行わないこと。また、保守部 

品は、製造メーカー純正部品とする。 

 

（１）各制御機器の制御・動作・組付けの状態及び試験機による点検調整を行う。 

（２）各制御機器の計測値・設定係数・指示係数について標準計器により確認及び校正を行 

う。 

（３）制御システムの状態が適正に運行作動しているかを確認し点検調整を行う。 

（４）伝送信号及び伝送ポイントの点検確認を行う。 

（５）デジタル及びアナログ入出力のチェックを行う。 

（６）各制御パラメータの確認を行う。 

（７）制御装置で機械的な部分について全体的な整備を行う。 

（８）各点検調整整備の終了後、総合運転動作試験を行う。 

（９）運転記録・各種データの整備を行う。 

（10）設備の効率的運用方法の検討を行い改善の案を作成し報告する。 

（11）点検調整の結果ソフトウェアの変更が生じた場合、現場変更可能部分は作成する。 

（12）その他必要と認められる立会い、連絡調整及び報告に関すること。 

（13）業務に使用する消耗品等は、乙の負担とする。 

（14）点検業務細目については「別表－自動制御１」に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「別表－自動制御１」 

区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

1)自動制御 

設備 

 

 

 

 

 

 

 

(1)熱源制御 

オンサイト点検 

a) 電 磁 流 量

計・流量変換器 

 

 

 

 

b)圧力発信器 

 

 

 

   

 

c)デジタル 

    調節器 

 

 

 

 

 

   

 

d)コントロー

ラ 

 

 

 

 

   

 

 

e)弁操作器 

 

 

 

 

 

年１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①機器仕様の確認を行う 

②基準入力による出力確認を行う 

③機器内部の確認を行う 

④絶縁ﾃｽﾄ（対ｱｰｽ間）を行う 

⑤端子・ねじ部の増締めを行う 

⑥作動状態の確認を行う 

①機器仕様の確認を行う 

②外観およびｼｰﾙ材状態の確認を行う 

③基準入力による出力確認を行う 

④機器内部の確認を行う 

⑤端子・ねじ部の増締めを行う 

⑥作動状態の確認を行う 

①外観目視点検及び取付状態の確認を行

う 

②ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

③各設定の確認を行う 

 ○ｱﾅﾛｸﾞ入力のｾﾞﾛ･ｽﾊﾟﾝ 

 ○制御ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

④検出器又は発信器・調節計・操作部等 

関連部とのﾙｰﾌﾟ作動点検調整制御状態の

確認を行う 

①外観目視点検を行う 

②ｲﾝｼﾞｹｰﾀの確認を行う 

③配線端子、取付状態の緩み確認及び増

締めを行う 

④ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

⑤ﾒﾓﾘﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘの外観点検及び交換

年月の確認を行う 

⑥ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ作成を行う 

⑦ｴﾗｰ情報の確認を行う 

①外観目視点検（汚れ・損傷・漏れ等）

を行う 

②配線端子、取付状態の緩み確認及び増

締めを行う 

③ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

 

 

(1)熱源廻り

制御 

(2)熱源水廻

り制御 

(3)熱交換器

制御① 

(4)熱交換器

制御② 

(5)蒸気熱源

廻り制御(6)

冷温水発生

器廻り制御 

(7)冷却塔制

御 

(23)冷温水

切替制御 

(27)貯湯槽

制御 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

f)温度調器 

 

 

(2)熱源制御 

制御性評価点検 

（遠隔） 

a)冷温水発生

器制御 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)2 次ﾎﾟﾝﾌﾟ台

数制御 

 

 

 

 

 

(3)空調機制御

オンサイト点検  

a)弁操作器 

  

 

  

 

b)温度調節 

（電気式） 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

年２回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年１回 

①外観目視点検及び取付状態の確認を行

う 

 

 

 

 

熱量による台数制御状態の点検・確認を

行う 

①実制御状態における制御精度の確認を

行う 

②実制御状態における制御の安定性の確

認を行う 

③適正な制御パラメータへの補正を行う 

④機器の動作確認を行う 

流量による台数制御状態の点検・確認を

行う 

①実制御状態における制御精度の確認を

行う 

②実制御状態における制御の安定性の確

認を行う 

③正な制御ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰへの補正を行う 

④機器の動作確認を行う 

 

 

 

①外観目視点検（汚れ・損傷・漏れ等）

を行う 

②配線端子、取付状態の緩み確認及び増

締めを行う 

③ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

①外観目視点検及び取付状態の確認を行

う 

② 外観ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

③ 内部機械的可動部分の動作確認を行

う 

④比例帯又はﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｼｬﾙの確認を行う 

⑤調節器と操作部等関連部とのﾙｰﾌﾟ作動

点検調整を行う 

⑥制御状態の確認を行う 

(1)熱源廻り

制御 

(2)熱源水廻

り制御 

 

 

 

 

 

(8)空調機制

御① 

(9)空調機制

御② 

(10)空調機

制御③ 

(11)空調機

制御④ 

(12)空調機

制御⑤ 

(13)空調機

制御⑥ 

(14)空調機

制御⑦ 

(15)空調機

制御⑧ 

(16)空調機

制御⑧ 

(17)空調機

制御⑩ 

(18)空調機

制御⑪ 

(19)空調機 

制御⑫ 

 

 

 

 

 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

c)温度検出器 

 

 

 

d)湿度発信器 

   

 

 

e)露点発信器 

 

 

 

f)ダンパ操作器 

 

 

 

g)コントローラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

h)ボール弁 

 

 

 

 

i)微差圧発信器 

 

①設置環境及び､取付位置･状態の確認を

行う 

②配線端子の緩み点検及び増締めを行う 

③ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

①設置環境及び､取付位置･状態の確認を

行う 

②配線端子の緩み点検及び増締めを行う 

③ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

①設置環境及び､取付位置･状態の確認を

行う 

②配線端子の緩み点検及び増締めを行う 

③ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

①外観目視点検（汚れ・損傷・漏れ等）

を行う 

②配線端子の緩み点検及び増締めを行う 

③ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

①外観目視点検を行う 

②ｲﾝｼﾞｹｰﾀの確認を行う 

③配線端子、取付状態の緩み確認及び増

締めを行う 

④ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

⑤ﾒﾓﾘﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘの外観点検及び交換

年月の確認を行う 

⑥ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ作成を行う 

⑦ｴﾗｰ情報の確認を行う 

①外観目視点検（汚れ・損傷・漏れ等）

を行う 

②配線端子、取付状態の緩み確認及び増

締めを行う 

③ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

①機器仕様の確認を行う 

②外観およびシール材状態の確認を行う 

③基準入力による出力確認を行う 

④機器内部の確認を行う 

⑤端子・ねじ部の増締めを行う 

⑥作動状態の確認を行う 

 

 

 

(22)CAV/VAV

廻り 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)空調制御制

御性評価点検 

（遠隔） 

a)空調機制御 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)ＰＡＣ～ 

ファン制御 

オンサイト点検 

a)温度検出器 

 

 

 

b)コントロー

ラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)水検出器 

 

 

 

 

年２回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室内温度制御状態の点検・確認を行う 

室内湿度制御状態の点検・確認を行う 

給気温度制御状態の点検・確認を行う 

給気露点温度制御状態の点検・確認を行

う 

還気湿度制御状態の点検・確認を行う 

給気風量制御状態の点検・確認を行う 

ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ制御の点検・確認を行う 

空調機停止時のｲﾝﾀｰﾛｯｸ制御の点検・確認

を行う 

凍結防止制御を行う 

①実制御状態における制御精度の確認を

行う 

②実制御状態における制御の安定性の確

認を行う 

③適正な制御ﾊﾟﾗﾒｰﾀへの補正を行う 

④機器の動作確認を行う 

 

 

 

 

①設置環境及び､取付位置･状態の確認を

行う 

②配線端子の緩み点検及び増締めを行う 

③ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

①外観目視点検を行う 

②ｲﾝｼﾞｹｰﾀの確認を行う 

③配線端子、取付状態の緩み確認及び増

締めを行う 

④ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

⑤ﾒﾓﾘﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘの外観点検及び交換

年月の確認を行う 

⑥ﾃﾞﾀ-ﾌｧｲﾙﾉのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ作成 

⑦ｴﾗｰ情報の確認を行う 

①模擬入力警報による関連部とのﾙｰﾌﾟ作

動点検を行う 

②外観目視点検を行う 

③ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

 

 別表－自動

制御２参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24)PAC～ 

ﾌｧﾝ制御 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)警報監視制

御 

a)微差圧スイ

ッチ 

 

 

 

b)漏水検出器 

 

 

 

 

(  (7)水槽廻り制

御 

a)液面リレー/

電極 

 

 

 

 

(8)計測系統 

a)外気温度/外

気湿度 

 

 

b)雨量計 

 

 

(9)中央監視装

置オンサイト点

検 

a)ＭＩＳ 

マ ネ ー ジ メ ン

ト・インテグレ

ーション・サー

バー 

 

 

 

年１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 1 回 

 

 

 

 

 

 

 

年 1 回 

 

 

 

 

 

 

 

年１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①模擬入力警報による関連部とのﾙｰﾌﾟ作

動点検を行う 

②外観点検を行う 

③ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

 

①模擬入力警報による関連部とのﾙｰﾌﾟ作

動点検を行う 

②外観点検を行う 

③ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

 

 

 

①外観目視点検を行う 

②ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

③電極の作動点検を行う 

④模擬入力による関連部とのﾙｰﾌﾟ作動点

検を行う 

 

 

①外観点検を行う 

②ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

③実測による温度・湿度誤差確認及び校

正を行う 

①外観点検を行う 

②ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

 

 

 

 

①ｼｽﾃﾑ情報の確認を行う 

②ｲﾝｼﾞｹｰﾀ表示確認を行う 

③ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ作成 

④給電状態の確認を行う 

⑤各部のｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

⑥ｹｰﾌﾞﾙ、ｺﾈｸﾀ類の装着状態の確認を行う 

⑦外観点検を行う 

①ｼｽﾃﾑ情報・設定の確認を行う 

(25）ﾌｨﾙﾀｰ

目詰まり警

報監視 

(26)CFFU

廻り制御 

(28)漏水警

報監視 

 

 

 

 

 

(29)水槽監

視 

(30)受水槽

廻り制御 

(31)雑給水

槽廻り制御 

 

 

(8）計測系統 

 

 

 

 

 

 

 

（1）中央監

視装置 

MIS 

SCS 

監視 PC 

C-LBP 

無停電電源

装置 

BMS 

 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)ＳＣＳ 

システムコアサ

ーバー 

 

 

    

 

 

 

c)監視ＰＣ 

 

 

d)Ｃ－ＬＢＰ 

カラーレイザー

プリンタ 

e)無停電電源

装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)ＢＭＳ 

 

 

 

 

 

 

 

(10)中央監視装

置バス診断（遠

隔）点検 

 a)ＭＩＳ 

マ ネ ー ジ メ ン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 1 回 

②ｲﾝｼﾞｹｰﾀ表示確認を行う 

③ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ作成を行う 

④給電状態の確認を行う 

⑤各部のｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

⑥ｹｰﾌﾞﾙ、ｺﾈｸﾀ類の装着状態の確認を行う 

⑦外観点検を行う 

⑧ﾊﾞｯﾃﾘの定期交換（4 年毎に 1 回）を行

う 

①外観点検を行う 

②ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ（LCD・ﾏｳｽ・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ）を行う 

 

①外観点検を行う 

②印字機能の確認を行う 

 

①外観点検を行う 

②表示灯の点灯状態確認を行う 

③設置環境の確認を行う 

④ﾌｧﾝの動作確認を行う 

⑤電圧及び電流の測定を行う 

⑥電圧及び電流の測定を行う 

 実負荷時の出力電圧、電流を行う 

⑦単体動作確認を行う 

 始動・停止／停電・復電を行う 

⑧実負荷時の動作確認を行う 

⑨ﾊﾞｯﾃﾘの電圧測定を行う 

①ｼｽﾃﾑ情報の確認を行う 

②ｲﾝｼﾞｹｰﾀ表示確認を行う 

③ﾃﾞﾀﾌｧｲﾙのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ作成を行う 

④給電状態の確認を行う 

⑤各部のｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟを行う 

⑥ｹｰﾌﾞﾙ、ｺﾈｸﾀ類の装着状態の確認を行う 

⑦外観点検を行う 

 

 

 

 

①ｼｽﾃﾑ情報・設定の確認を行う 

②ﾃﾞﾀﾌｧｲﾙのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ作成を行う 

③ｼｽﾃﾑ各種ﾛｸﾞの保存を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIS 

SCS 

 

 

 



区 分 項  目 回数 作 業 内 容 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト・インテグレ

ーション・サー

バー 

 

 

b)ＳＣＳ 

システムコアサ

ーバー 

 

 

 

 

 

(11)ＦＣＵ 

制御 

④内部温度状態の確認を行う 

⑤電源・ﾊﾞｯﾃﾘ状態の確認を行う 

⑥ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ状態の確認を行う 

⑦Ethernet 通信状態の確認を行う 

①ｼｽﾃﾑ情報・設定情報の確認を行う 

②ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ作成を行う 

③ｼｽﾃﾑ各種ﾛｸﾞの保存を行う 

④内部温度状態の確認を行う 

⑤電源・ﾊﾞｯﾃﾘ状態の確認を行う 

⑥Ethernet 通信状態の確認を行う 

⑦bus 通信状態の確認を行う 

 

①非常要請を受けた場合のみ、対応を実

施する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（20）FCU 制

御 

(21)FCU 制

御 



別表－自動制御２ 

  空調 制御動作点検系統別保守項目一覧 

  

保 守 項 目   

（１） 

室内 温

度制 御

状態 の

点検 ・

確認 

（２） 

室内 湿

度制 御

状態 の

点検 ・

確認 

（３） 

給気 温

度制 御

状態 の

点検 ・

確認 

（４） 

給気 露

点温 度

制御 状

態の 点

検・ 確

認 

（５） 

還気 湿

度制 御

状態 の

点検 ・

確認 

（６） 

給気 風

量制 御

状態 の

点検 ・

確認 

（７） 

ｳ ｫ ｰ ﾐ ﾝ

ｸﾞｱｯﾌﾟ

制御 

（８） 

空調 機

停止 時

のｲﾝﾀｰ

ﾛ ｯ ｸ 制

御 

（９） 

凍結 防

止制御 

 
 

象 
 

系 
 

統 

AHU-1-1   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-2 ○ ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-4   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-5 ○ ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-6 ○ ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-7   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-8   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-9   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-10 ○ ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-11 ○ ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-12   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-13   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-14   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-15   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-16-1   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-16-2   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-17   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-18   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-19 ○ ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-20   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-1-21   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-2-1-1   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-2-1-2   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-2-2   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-2-3   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-2-4    ○ ○     ○ ○ ○ 

AHU-2-5    ○ ○     ○ ○ ○ 

   



空調 制御動作点検系統別保守項目一覧 

  

保 守 項 目   

（１） 

室内 温

度制 御

状態 の

点検 ・

確認 

（２） 

室内 湿

度制 御

状態 の

点検 ・

確認 

（３） 

給気 温

度制 御

状態 の

点検 ・

確認 

（４） 

給気 露

点温 度

制御 状

態の 点

検・ 確

認 

（５） 

還気 湿

度制 御

状態 の

点検 ・

確認 

（６） 

給気 風

量制 御

状態 の

点検 ・

確認 

（７） 

ｳ ｫ ｰ ﾐ ﾝ

ｸﾞｱｯﾌﾟ

制御 

（８） 

空調 機

停止 時

のｲﾝﾀｰ

ﾛ ｯ ｸ 制

御 

（９） 

凍結 防

止制御 

対 
 

象 
 

系 
 

統 

AHU-2-6   ○ ○  ○     ○ ○ ○ 

AHU-2-7  ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-2-8 ○ ○ ○  ○     ○ ○ ○ 

AHU-2-9 ○ ○ ○  ○     ○ ○ ○ 

AHU-2-10 ○ ○ ○  ○     ○ ○ ○ 

AHU-2-11  ○ ○ ○  ○     ○ ○ ○ 

AHU-2-12  ○ ○ ○  ○     ○ ○ ○ 

AHU-2-13  ○ ○ ○  ○     ○ ○ ○ 

AHU-2-14   ○  ○     ○ ○ ○ 

AHU-2-15  ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-2-16   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-2-17    ○    ○  ○ ○ ○ ○ 

AHU-3-1   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-3-2   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-4-1   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-4-2   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-5-1   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-5-2   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-5-3  ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-5-4   ○ ○       ○ ○ ○ 

AHU-6-1   ○ ○       ○ ○ ○ 

 

 


